
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

構

造

等

変

更

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

室

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

人

の

指

定

会

計

課

【

公

告

】

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

落

札

者

等

の

決

定

港

湾

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和元年９月３日 第１２１２３号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結

果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

株
式
会
社
三
井
Ｅ
＆
Ｓ
ホ

ル
デ
ィ
ン
グ
ス

ー

住
所

東
京
都
中
央
区
築
地
五
丁
目
６
番
４
号

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

岡
良
一

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
株
式
会
社
三
井
Ｅ
＆
Ｓ
ホ

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
玉
野
総
合
事
務
所

ー

所
在
地

玉
野
市
玉
三
丁
目
１
番
１
号

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

(
3
)

変
更
な
し

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

(
4
)

変
更
な
し

排
水
口
に
関
す
る
事
項

(
5
)

．
。

排
水
口

Ｎ
ｏ

エ
ン
ジ
ン
試
運
転
冷
却
海
水

の
設
置
位
置
を
変
更
す
る

（

1
5

）

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

令
和
元
年
９
月
３
日
か
ら
同
月

日
ま
で

(
1
)

2
4

場
所

岡
山
県
環
境
文
化
部
環
境
管
理
課
及
び
玉
野
市
役
所

(
2
)
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

コ
ロ
バ
ン
道
場

院
庄

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
院
庄
九
六
〇
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
医
療
法
人
清
風
会

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
日
本
原
三
五
二
番
地

三

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
七
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
一
九
〇
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

在
宅
ケ
ア
訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
里
山
田
五
九
七

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
か
げ
有
限
会
社
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２

所
在
地

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
里
山
田
五
九
七

一

－

三

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
八
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
八
〇
〇
一
四
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

大
高
薬
局

倉
敷
市
老
松
町
五

五
八
八

一

令
和
元
年
九
月
一
日

－
－

な
で
し
こ
薬
局

真
庭
市
中
四
四
八

一

令
和
元
年
九
月
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

き
び
薬
局
真
備
店

倉
敷
市
真
備
町
有
井
六
二

一

令
和
元
年
九
月
一
日

－

株
式
会
社
服
部
薬
局
二
宮
店

津
山
市
二
宮
一
九
六
一

一

令
和
元
年
九
月
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

大
高
薬
局

倉
敷
市
西
中
新
田
三
一
三

一
二

令
和
元
年
八
月
三
十
一
日

－

な
で
し
こ
薬
局

真
庭
市
中
四
四
八

一

令
和
元
年
八
月
三
十
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

岡
山
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

、

、

。

り

令
和
元
年
八
月
二
十
八
日
付
け
で

次
の
と
お
り
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
を
指
定
し
た

令
和
元
年
九
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

売

り

さ

ば

き

場

所

名
称
及
び
代
表
者

所

在

地

の
氏
名

備
前
市
日
生
町
寒
河
二
五
七

一
般
社
団
法
人
備
前
観

備
前
市
日
生
町
寒
河
二
五
七
〇
番
地
三

〇
番
地
三
一

光
協
会

会
長

長
﨑

一

信
行
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〔

〕

（

）

、

三
五
四

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

滝
谷
池
土
地
改
良
区

二

認
可
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
七
日
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〔
三
五
五
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名
及
び
数
量

岡
山
県
海
面
清
掃
船
建
造

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
備
中
県
民
局
水
島
港
湾
事
務
所
維
持
管
理
課

倉
敷
市
水
島
福
崎
町
一

一
二

－

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
八
月
一
日

四

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

三
井
造
船
特
機
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

玉
野
市
玉
三
丁
目
一
番
一
号

五

落
札
金
額

一
八
八
、
六
五
〇
、
〇
〇
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
七
、
一
五
〇
、
〇
〇
〇

円
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
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〔
三
五
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
宿
字
前
池
尻
一
〇
二
三

七
、
一
〇
二
九

四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
井
尻
野
八
二
二

一
セ
レ
ー
ナ
二
〇
一

－

持

王
夫

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
七
七
号
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〔
三
五
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
拾
ノ
割
六
二
八

一
〇

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
南
区
大
福
六
二
三

二
コ
ス
メ
テ
ィ
ッ
ク
ス
オ
オ
フ
ク
Ｆ
棟
Ｆ
一
〇
一

－

船
津

知
也

船
津

奈
央

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
号
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